
説明用資料１

第１号案件

大和都市計画用途地域等の変更について

(諮問: 生駒市決定)

(1) 大和都市計画用途地域の変更

<別院台地区><白庭台地区>

(2) 大和都市計画高度地区の変更

<白庭台地区>

(3) 大和都市計画防火地域及び準防火地域の変更

<白庭台地区>



(1) 大和都市計画用途地域の変更

<別院台地区><白庭台地区>
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当該区域は、近鉄生駒線南生駒駅の北
東約１ｋｍ、第２阪奈道路小瀬ランプの北
約４００ｍに位置し、都市計画道路菜畑
乙田線に隣接した区域である。

変更区域

位置･区域

近鉄南生駒駅

さつき台
住宅地

都市計画道路
菜畑乙田線

第2阪奈道路
小瀬ランプ

近鉄一分駅

翠光台
住宅地
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別院台地区

都市計画道路
菜畑乙田線

変更区域

H23.8撮影



位置･区域
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変更区域

白庭台
住宅地

都市計画道路
俵口上線

都市計画道路
奈良阪南田原線

上町台
住宅地

白庭台駅

当該区域は、生駒市の中心市街地から
北東約３．５kmに位置し、近鉄けいはん
な線白庭台駅、学研北生駒駅に近接し
た区域である。

白庭台地区

都市計画道路
奈良阪南田原線

都市計画道路
高山富雄小泉線

変更区域

H23.8撮影



土地利用計画

別院台地区
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白庭台地区



大和都市計画用途地域を変更する理由

１. 変更理由

別院台地区については、現在、宅地開発事業が行われているところである

が、良好な戸建て住宅地である周辺住宅地との調和のとれた街並みの形成

を図るとともに、将来にわたり良好な住環境を維持・保全するため、宅地開発

事業による面的整備の進捗にあわせて用途地域の変更を行うものである。

白庭台地区については、都市計画道路高山富雄小泉線が拡幅整備される

ことに伴い、地区住民の日常生活の利便性を考慮した店舗等を配置するとと

もに、地区の特性を活かした業務施設等の誘導を図るため、用途地域の変更

を行うものである。
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用途地域変更内容(新旧対照)

用 途 地 域 容 積 率 建ぺい率
壁面後退

距離
面積(ha)

第一種低層住居専用地域 ６０％ ４０％ １．５ｍ １．３

用 途 地 域 容 積 率 建ぺい率
壁面後退

距離
面積(ha)

第一種低層住居専用地域 ８０％ ５０％ １．０ｍ １．３

現 行 変更後

別院台地区
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変更後現 行

第一種住居地域

用 途 地 域 容 積 率 建ぺい率
壁面後退

距離
面積(ha)

第一種低層住居専用地域 ６０％ ４０％ １．５ｍ １．０

用 途 地 域 容 積 率 建ぺい率
壁面後退

距離
面積(ha)

第一種住居地域 ２００％ ６０％ ０．５

近隣商業地域 ２００％ ８０％ ０．５

第一種低層住居専用地域
（壁面後退距離 １．５M）

建築物の高さの限度 １０ｍ
建築物の高さの限度 １０ｍ

第一種低層住居専用地域
（壁面後退距離 １．０Ｍ）

50

80

60

200

第一種住居地域

200

80

近隣商業地域

変  更  区  域

凡　　　　例

変  更  区  域

凡　　　　例

建築物の高さの限度 １０ｍ

第一種低層住居専用地域
（壁面後退距離 １．０Ｍ）

50

80

第一種住居地域

第一種低層住居専用地域
（壁面後退距離 １．５M）

建築物の高さの限度 １０ｍ

白庭台地区
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用途地域変更内容(新旧対照)
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種 類 面 積
建 築 物 の
容 積 率

建 築 物 の
建 ぺ い 率

外壁の後退
距離の限度

建 築 物 の
敷地面積の
最 低 限 度

建 築 物 の
高さの限度

備 考

第 一 種 低 層
住居専用地域

約 12.5 ha 5/10 以下 3/10 以下 1.5m － 10m

(約 793.6 ha)
6/10 以下 4/10 以下 1.5m － 10m 約2.3ha減

約 791.3 ha 

約 172.4 ha 6/10 以下 4/10 以下 1.0m － 10m

(約 260.7 ha)
8/10 以下 5/10 以下 1.0m － 10m 約1.3ha増

約 262.0 ha 

計
(約1,239.2 ha)

約1.0ha減
約1,238.2 ha 

近隣商業地域

(約 84.9 ha)
20/10以下 8/10 以下 － － － 約0.5ha増

約 85.4 ha 

約 4.6 ha 30/10以下 8/10 以下 － － －

計
(約 89.5 ha)

約0.5ha増
約 90.0 ha 

※上段カッコ書きが変更前

市全体の用途地域の面積 (新旧対照)

第 一 種
住 居 地 域

(約 460.1 ha)
20/10以下 6/10 以下 － － － 約0.5ha増

約 460.6 ha 

計
(約 460.1 ha)

約0.5ha増
約 460.6 ha 



用途地域の変更に係る縦覧結果について

都市計画の種類 用途地域

告示日 平成２６年１２月８日

告示番号 生駒市告示第２００号

縦覧期間 平成２６年１２月８日から平成２６年１２月２２日まで

縦覧者数 １名

意見書の提出 なし
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(2) 大和都市計画高度地区の変更

<白庭台地区>

(3) 大和都市計画防火地域及び準防火地域の変更

<白庭台地区>
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大和都市計画高度地区等を変更する理由

１. 変更理由

白庭台地区については、都市計画道路高山富雄小泉線が拡幅整

備されることに伴い、地区住民の日常生活の利便性を考慮した店舗

等を配置するとともに、地区の特性を活かした業務施設等の誘導を

図るため、大和都市計画用途地域の変更を行うことから、それに伴い、

高度地区について所要の変更を行うものである。また、近隣商業地域

に用途地域を変更する区域についても、防火地域及び準防火地域の

変更を行うものである。
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変更後

②高度地区及び防火・準防火地域（新旧対照図）

現 行

変更内容

高 度 地 区 防火・準防火地域 面積(ha)

１．０

変  更  区  域

凡　　　　例

変  更  区  域

凡　　　　例

準防火地域

高 度 地 区 防火・準防火地域 面積(ha)

１５ｍ高度地区

（第一種住居地域）
０．５

１５ｍ高度地区

（近隣商業地域）
準防火地域 ０．５

１５ｍ高度地区

１５ｍ高度地区

１５ｍ高度地区

１５ｍ高度地区

１５ｍ高度地区

準防火地域

準防火地域

１５ｍ高度地区

白庭台地区
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※上段カッコ書きが変更前

市全体の高度地区等の面積 (新旧対照)

種 類 面 積 備 考

準 防 火 地 域
(約９８．３ｈａ)
約９８．８ｈａ

約０．５ｈａ増加

種 類 面 積 備 考

１５ｍ高度地区
(約１４４．１ｈａ)
約１４５．１ｈａ

約１．０ｈａ増加

〇高度地区

〇防火地域及び準防火地域



高度地区等の変更に係る縦覧結果について

都市計画の種類 高度地区
防火地域

及び
準防火地域

告示日 平成２６年１２月８日

告示番号 生駒市告示第２０１号 生駒市告示第２０２号

縦覧期間 平成２６年１２月８日から平成２６年１２月２２日まで

縦覧者数 １名

意見書の提出 なし
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